Ｄ‘ｚ　Ｃｌｕｂ　規　則
1. (名　称)
本会は、Ｄ’ｚ　Ｃｌｕｂ　と称する。（以下会という）
2. (目　的)
本会は、下記の「ゴルフの精神」をこころがけ、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
ゴルフの精神　　（㈶日本ゴルフ協会　ゴルフ規則第１章エチケットより抜粋）
ゴルフはほとんどの場合レフェリーの立ち会いなしに行われる。また、ゴルフゲームは、プレーヤーの一人一人が他のプレーヤーに対しても心くばりをし、ゴルフ規則を守ってプレーするというその誠実さに頼っている。プレーヤーはみな、どのように競い合っているときでもそのようなことに関係なく、礼儀正しさとスポーツマンシップを常に示しながら洗練されたマナーで立ちふるまうべきである。これこそが正に、ゴルフの精神なのである。
3. (事　業)
1. 競技会の開催
2. 総会および納会の開催
3. その他本会の目的達成に必要な行事
4. (事業年度)
本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までの１年間とする。
5. (入会資格) 
1. マナーとルールを守れる人であれば、ゴルフのレベルや年齢性別は問いません。
2. 他のメンバーやゴルフ場に迷惑を掛けたり、団体行動を乱す方はお断りします。
3. 競技会の申込みの期日までに、参加・不参加を回答できる方。
4. 入会後、不適切な人物と判断した場合は会長が除名することある。
5. Ｄ’ｚ　Ｃｌｕｂ　設立時は、旧ＡＢＣ会会員は入会意志表示以外入会条件はありません。
6. (役　員)
（１）会長　　　　　 　１名
（２）サポート委員　 １名
（３）ＨＤＣＰ委員　　１名
任期は2年とする。だだし、再任は妨げない。
7. (役員の職務)
1. 役員は会の運営に努力すること。
2. 会長は本会の代表として統括し、開催行事すべてに関する責任をおう。
3. 会長は会計業務を行う。また競技会など、各種行事の計画、手配を行う。
4. 会長は競技会開催、組み合わせなど、競技会開催に関する業務を行う。
5. 会長は、ホームページ(以下ＨＰという)上で競技会をはじめとする情報の開示および、競技会等の出欠取り纏めを行いゴルフ場に報告する。
6. ＨＤＣＰ委員は、会員及び新会員のＨＤＣＰ算出に関する業務を行う。
７．サポート委員は、会長の職務の補佐し助勢を行う。
8. (役員の選考)
(1) 会長の選考は総会において選出し、総会出席者の過半数の承認により決定する。
(2) サポート委員、ＨＤＣＰ委員は会長が任命する。
9. (競技会)
(1) 4月から10月の間で毎月1回の月例競技会（以下月例会という）を開催する。
(2) 開催場所は原則として石狩平原とする。
(3) 賞品の割振りは別に定める月例会賞品割振表による。
(4) 月例会以外の競技会の詳細については別に定める要領書による。
10. (表彰)
各賞は、別に定める『要領書　別紙-1』による。
11.  (ＨＤＣＰ)
1. ＨＤＣＰの算出方法は、別に定める算出方法による。
2. 算出されたＨＤＣＰは競技会開催前に、ＨＰ上に公開する。
12.  (年会費及び月例会の参加料)
（１）会員の年会費は無料とする。
（２）月例会の参加料は３，０００円とする。
13.  (新規入会者の取り扱い) 
1. 新規入会を希望する者は、紹介者を通じ、あらかじめ会長に届出る。
2. 新規入会者は初回、ＨＣがないため月例会競技は該当しないものとし、ダブルぺリア戦、その他各賞については参加できるものとする。２回目以降は双方に参加できる。
3．新規入会希望者の視察参加を１回限り例会参加免除で参加可能とする
ただし、賞にはからまない。
14. (脱会)
脱会しようとする者は脱会する旨を会長に申し出るものとする。また、月例会及び総会、納会に出欠の連絡が１度もないまま１年を経過した会員についても、本人の意思に関係なく脱会（自然脱会）として扱う。
15. （再入会者の取扱い）
再入会者は過去３年以内に競技会に参加した実績がある場合は、第１１条（ＨＤＣＰ）によりＨＤＣＰを算出し、初回から会員として参加することができる。自然脱会およびその他（3年以上実績なし）の者については、第１３条（新規入会者の取り扱い）を適用する。
16. (総会および納会）
1. 通常総会は、毎年1回会長が召集する。
2. 納会は全ての競技が終了した後に開催する。
3. 臨時総会は、会員の2分の1以上から要求があった場合、または役員の3分の2以上から要求があった場合に開催する。
＊附則　　この会則は平成２９年４月１日から施行する。
制定　平成29年4月1日
別紙-1
Ｄ’ｚ　Ｃｌｕｂ　競技会及び表彰の要領書
本会の競技会は月例会とし、表彰は定められた各賞とします。
また本要領書に定めのない事項は、役員が協議し決定することとします。
各競技会ならびに表彰の詳細は次のとおりとします。
１．競技会
【月例会】
1. 月例会の開催、募集はＨＰ上に掲示します。
2. 会員は必ずＨＰ上で決められた期日までに出欠を連絡してください。本人が掲示板に記載出来ない場合は、他の会員を介して連絡してください。
3. 受付幹事と表彰式は会長がする。
会長が欠席もしくは一人での業務が困難な場合は会長が出席者の中から任命することがある。
4. 受付幹事は１組目スタート時刻の１時間前に集合し、受付業務をしてください。
5. 参加者は1組目スタート時刻の30分前までに受付を完了してください。
6. 競技の方法はストロークプレイ（ハンデ戦）とします。
新規入会者は入会2回目以降、ＡＢＣ会ハンデで参加します。
7. ＨＤＣＰは最新の当会の独自ＨＤＣＰを採用することとします。
8. 使用するティーグランドは男性がレギュラーティー、女性はレディースティーを基準とします。但し、本人の希望により女性がレギュラーティー・フロントティーを使用することはみとめます。
使用ティーグランドはコースコンディションその他を考えて会長が変更します。
9. ノータッチ、完全ホールアウトとします。
（１０）各組にエチケットリーダーを配置し競技中、ルールやマナーを指導していただきます。
　　　 エチケットリーダーは毎回会長が任命します。
（１1）各組のエチケットリーダーは競技終了後、同伴競技者全員のスコアを成績表に記入してください。
（１2）距離のみを計測する器具により、距離の情報を得ることを妨げないものとします。
（１３）順位はネットスコア上位、ＨＤＣＰ上位、年齢上位（年長者上位）とします。
（１４）表彰内容は『月例会賞品割振表　別紙-3』のとおりとします。
（１５）例会競技で不測の事態が生じ競技不成立を勘案される場合には、その判断及び措置について会長に一任する。ただし、会長が不在の場合には役員に委ねられる。
(16)紛失球の場合とプレーイング４ティのないホールでのＯＢと思われる場合、紛失したと思われる場所から、+２打罰でプレーとする。
(17)中４番ホール右側赤杭内にある場合は、ラテラルハザードの処理か１打罰のもとにドロップゾーンからのプレーとする。　　（平原競技ルールより）
　　（18）中８番の右側のネットは動かせない障害物のため、救済を受ける場合には、その上を越えたり、中や
　　　　　下を通さずにニアレスポイントを決定させなけばならない。
　　（19）スルーザグリーンのどこでも球が地面に食い込んだ場合、罰なしで救済を受けることができる。
　　（20）ホールとホールの間では、競技者が最後にプレーしたホールのパッティンググリーン上やその近くでの
　　　　　練習ストロークはしてはならないし、球を転がすことによって最後にプレーしたホールのパッティンググリーン面をテストしてはならない。
　　　　　９ホールプレー終了後のターン時は、練習パッティンググリーン及びチッピングは練習することができる。
別紙－２
ハンディキャップ算出方法
当会主催競技会のハンディキャップ（以下HDCP）算出、決定については、下記のとおりとします。
【月例会HDCP】
1. ＨＤＣＰは当会独自に算出したＨＤＣＰを採用します。
2. 算出はＨＤＣP委員が行うこととします。
3. ＨＤＣＰの算出には月例会のスコアを採用することとします。但し男性レギュラーティー、女性レディースティー以外のティーを使用した場合はコースレーティングに準じてスコアを増減する。
4. 算出方法は月例会における直近１０回の参加数に応じて有効枚数を設定し、その平均スコアから、７２を差し引いて０．９を乗じて算出し、算出された数値の小数第２位を四捨五入して得られた小数第１位までをＨＤＣＰとして採用します。
5. 有効枚数は直近１０回すべて参加している場合はベスト５枚、直近１０回中９～８回参加している場合はベスト４枚、直近１０回中７～６回参加している場合はベスト３枚、直近１０回中５～４回参加している場合はベスト２枚、直近１０回中３回以下の場合はベスト1枚とする。
6. 初参加および直近１０回に一度も月例に参加してない会員はHDCP戦への参加は認めない。但し、例会の出欠連絡があり会長が認めた場合のみ、最後に参加したスコアをもとにHDCPを決定し参加を認める。
7. ＨＤＣＰは月例会終了後に都度見直しを行うこととします。
8. 月例優勝者は次回参加時のみ正規HDCPの２割カット、準優勝者はスコアの結果によりＵＰまたはＣＡＴＴと、他の方は現状のままがＤＯＷＮとなる。但し、HDCPが10.0以下の場合は正規HDCPより-2とする。
9. HDCPは男性はレギュラーティー、女性はレディースティーを基準とし、それ以外のティーを使用する競技に於いては、そのゴルフ場のコースレーティングに準じてHDCPを増減する。
10. ＨＤＣＰが著しく実力とかけ離れているとＨＤＣＰ委員が判断した場合は、ＨＤＣＰ委員と会長の協議により変更することがあります。
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